
令和８年度（2026年度）新製品・新サービス開発補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、本市の産業振興基本計画である「八王子市産業イノベーションプラン～

Beyond2030～」において施策の柱として掲げる「成長産業の創出」を実現するために、単独で、又

は企業間連携若しくは大学等との産学連携等により、新製品又は新サービスの開発に取り組む中小

企業に対して交付する補助金について、補助金等の交付の手続等に関する規則（昭和３５年八王子

市規則第１９号）に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 中小企業 中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定する中小企業者をい

う。 

（２） 会社 中小企業基本法に規定する会社をいう。 

（３） 従業員 中小企業基本法上の「常時使用する従業員」（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）

第 20条に規定する「予め解雇の予告を必要とする者」）をいう。 

（４） 単独枠 本補助金を申請する際、一者のみで申請する場合に適用する枠をいう。 

（５） 共同枠－（ア）産学連携型 本補助金を申請する際、申請者と大学等（大学等研究機関）が連携

して申請する場合に適用する枠をいう。 

（6） 共同枠－（イ）中小企業連携型 本補助金を申請する際、二者以上の事業者間連携により申請

する場合に適用する枠をいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 この補助金は、次に掲げるすべてに該当する者に交付するものとする。 

（１） 八王子市内に本社又は主たる事業所を有する中小企業であること。ただし、個人事業者の場合

は、八王子市内に主たる事業所及び住民登録がある者に限る。 

（２） 市税等の滞納がないこと 

（３） 当該中小企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の２分の１以上を同一の大企業が所有

していないこと 

（4） 当該中小企業の発行済株式の総数又は出資価格の総額の３分の２以上を大企業が所有してい

ないこと 

（5） 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、当該中小企業の役員総数の２分の１以上を占めて

いないこと 

（6） 発行済株式の総数又は出資価格の総額を（３）、（４）又は（５）に該当する中小企業が所有してい

ないこと 

（7） （３）、（４）又は（５）に該当する中小企業の役員又は職員を兼ねている者が当該中小企業の役員

総数の全てを占めていないこと 

（８） 補助事業において委託する企業等または共同枠において連携する企業等がみなし同一法人に

該当する者ではないこと 

(9) 同一の事由で交付される国、都、市、その他の機関からの補助金等を重複して受けていない、

若しくは受ける予定がないこと 



（１0） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第２条

第５項に規定する性風俗関連特殊営業を営む事業者ではないこと 

（11） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第２条に規定

する暴力団又は暴力団員と関係がないこと 

（12） 公序良俗に反する事業等、公的な支援を行うことが適当でないと認められる事業を営む事業

者ではないこと 

 

（補助対象事業） 

第４条 この補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、次に掲げるすべてに該

当するものとする。 

 （１） 新製品・新サービスの研究・開発を目的とした取組であること 

 （２） 共同枠での申請の場合、自社と資本関係にない中小企業、大学等と共同で行う取組であること 

 （３） 令和８年（２０２6 年）４月１日以降に事業の手続きを開始していること。ただし、令和９年（２０２7

年）２月 28日までに事業が完了するものに限る。 

 （４） 八王子市新産業開発・交流センター相談員との技術相談を実施していること 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助対象経費は、前条に該当する事業に係る各号の経費であって、第二項から第四項に掲げ

るすべてに該当するものとする。 

（１） 原材料・副資材費: 試作品構成部品、材料等の購入費。 

（２） 機械装置・工具器具のリース・レンタル及びそれに伴う据付費: 研究開発に直接使う機械、測定器、

サーバー、ソフトウェア等。ただし、補助事業の実施期間内の契約に限る。（※100 万円(税抜)以上

は原則 2社以上見積必要） 

（３） 委託・外注費: 自社でできない開発・製造・加工・試験等の外部委託費、共同研究費、ユーザーテ

スト費、市場調査費。ただし、共同枠－（イ）中小企業連携型の場合、共同で取り組みを実施する中

小企業との取引に係る経費は対象外とする。（※100万円(税抜)以上は原則 2社以上見積必要） 

（４） 産業財産権出願・導入費: 特許等の出願費用（弁理士費用等）、ライセンス料。 

（５） 専門家指導費: 外部専門家からの技術指導への謝金・相談料。 

（６） 使用料及び賃借料： 実験の実施に必要な会場借上料、施設使用料、機器利用料。 

※対象外経費の例: 生産・量産費用、間接経費（通信費、光熱費、家賃等）、汎用性のある物品、電子機

器・設備等購入費、建物・土地、振込手数料、中古品（機械装置費の場合）、旅費交通費（専門家指導

費の国内旅費除く）など。 

２ 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できること。 

３ 証拠書類等によって支払金額が確認できること。 

４ 消費税及び地方消費税等の租税公課は、補助対象経費には含まないものとする。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は単独枠の場合 50 万円、共同枠の場合 100 万円を上限として、前条に規定する

補助対象経費の３分の２以内とする。 

２ 前項の規定により算出した補助金の額に１,０００円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り

捨てるものとする。 



３ 市長は、予算の範囲内でこの補助金を交付する。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を、補助対象事業の完了する前に市長に

提出しなければならない。ただし、令和９年（２０２7年）１月３１日を超えないものとする。 

（１） 令和８年度（２０２6年度）新製品・新サービス開発補助金交付申請書（第１号様式） 

（２） 登記事項証明書（法人の場合）又は住民票の写し、開業届の控え及び本人確認書類(マイナン

バーカード・運転免許証等)のコピー（個人の場合） 

（３） 決算書（直近事業年度のもの）、確定申告書の写しなど 

（４） 会社概要 

（５） 従業員の数が確認できる書類(従業員がいる場合) 

（６） 共同申請の場合、自社以外の企業、大学等との間で締結した契約書等の写し又はこれに類

するもの 

（７） その他市長が必要と認める書類 

２ この補助金の交付申請は、同一の事業者が申請主体となる場合について１回限りとする。なお、共同

枠において連携先中小企業等として参加する場合は、この限りではない。 

 

（補助金の交付決定） 

第８条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、これを審査し、補助金を交付す

る決定をしたときは、令和８年度（２０２6 年度）新製品・新サービス開発補助金交付決定通知書（第２

号様式）により、申請者に通知するものとする。 

２ 市長は交付決定に際し、補助金に係る予算の執行の適正を図るため必要があると認めるときは、条

件を付すことができるものとする。 

 

（事業計画の変更） 

第９条 補助金の交付決定を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）が事業計画を変更（軽微なも

のを除く。）しようとするとき（事業の中止を含む。）は、令和８年度（２０２6 年度）新製品・新サービス

開発補助金変更等申請書（第３号様式）を速やかに市長に提出しなければならない。 

 

（事業計画の変更の承認） 

第１０条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められる場合

は、令和８年度（２０２6 年度）新製品・新サービス開発補助金変更等承認通知書（第４号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

 

（実績報告） 

第１１条 補助事業者が当該事業を完了したときは、３０日以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなけ

ればならない。ただし、令和９年（２０２7年）２月２８日を超えないものとする。 

 （１） 令和 8年度（２０２6年度）新製品・新サービス開発補助金実績報告書（第 5号様式） 

 （２）補助対象経費の支出を証明する書類 

 （３）事業実施の成果が確認できる書類 

 （４）その他市長が必要と認めるもの 



 

（補助金の額の確定） 

第１２条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容等を審査し、当該事業が補助金の交

付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、補助金の額を確定し、令和８年度（２０２

6年度）新製品・新サービス開発補助金額確定通知書（第６号様式）により通知するものとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査の際に、必要に応じて実態調査を行うことができる。 

３ 補助事業者は、市長が前項に規定する実態調査を行う場合は、これに協力しなければならない。 

 

（是正のための措置） 

第１３条 市長は、前条の規定による審査又は実態調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決

定の内容及び通知に付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業について、これに適合さ

せるための措置をとるべきことを命ずることができる。 

２ 第１１条の規定は、前項の命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。この場

合において、同条中「３０日以内に」とあるのは「直ちに」と読み替えるものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１４条 補助事業者は、第１２条の規定による通知を受領後、令和８年度（２０２6 年度）新製品・新サー

ビス開発補助金交付請求書（第７号様式）を速やかに市長に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１５条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部

または一部を取り消すことができる。 

 （１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき 

 （２） 補助金を他の用途に使用したとき 

 （３） 補助金の交付の決定の内容及び通知に付した条件に違反したとき又は市長の指示に従わなかっ

たとき 

 （４） 前３号に掲げたもののほか、この要綱又は他の法令に違反したとき 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用がある

ものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１６条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合又は第１２条の規定により補

助金等の額を確定した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分又は確定額を超える補助金

に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（補助事業者の責務） 

第１７条 補助事業者は、補助金等の交付決定の内容及び通知に付した条件に従い、善良な管理者の

注意をもって補助事業を行い、補助金を他の用途へ使用してはならない。 

２ 補助金に係る予算の執行の適正を図るため、補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の資料を

常備し、市長が必要があると認めたときは、それらの資料を提示し、又はその内容を報告しなければな

らない。 



３ 補助事業者は、前項に規定する資料を、補助事業の完了後、５年間保存しなければならない。 

４ 補助事業者は、市長若しくはその委任を受けた者又は監査委員の監査に応じなければならない。 

５ 補助事業者は、補助事業完了の翌年度から５年間、八王子市が実施する当該補助事業に係る企業

化状況調査に協力するものとする。また、当該調査により収益が得られたと認められるときは、補助金

額を上限として収益納付しなければならない。 

 

（補助金の終期） 

第１８条 本補助金の終期は、令和９年（２０２7年）３月３１日とする。 

 

（補則） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和８年（２０２6年）4月 1日から施行する。 


